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制度の概要

1

 理学療法士個人として業務上の過失により損害賠償請求を受け、法律上の損害賠償責
任を負担する場合に、その損害を補償する保険制度です。

 今や使用者だけではなく、医療に携わった方の個人責任も追及される時代です。

「理学療法士賠償責任保険制度」とは

補償内容
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理学療法士賠償責任保険

補償内容

理学療法業務の範囲

理学療法業務の遂行に起因して、第三者の身体、財物に損害
を与え、法律上の損害賠償責任を負担することによって被る

損害に対して保険金をお支払いします。

① 身体の障害のある者に対して、主としてその基本的動作能力の回復を図るため、治
療体操その他の運動を行わせる業務、および電気刺激、マッサージ、温熱その他の
物理的手段を加える業務

② 身体に障害の発生が予測される者に対し、主としてその心身機能の維持または向上
を図るため、運動を行わせ、および徒手的操作その他の物理的手段を加える業務

③ ①および②の業務に関して、業務の対象者およびその親族に対して行う指導業務
④ ①から③までの業務に付随して行う業務
⑤ 理学療法士が教育機関または医療機関にて行う研究等
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理学療法士賠償責任保険

お支払いする保険金

損害賠償金１

人格権侵害２

損害防止費用３

緊急措置費用５

協力費用６

争訟費用７

法律上の損害賠償金（必ずしも裁判の確定判決を要しません）
に加え、各種費用をお支払いします

初期対応費用８権利保全行使費用４
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理学療法士賠償責任保険
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お支払いする保険金のご説明

損害賠償金

緊急措置費用

損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額

事故解決にあたり、保険会社の求めに応じ協力するに要した費用

訴訟費用、弁護士報酬、仲裁、和解もしくは調停に要した費用争訟費用

損害防止費用
権利保全行使費用

発生した損害の拡大防止・軽減のために要した費用
他人に損害賠償の請求ができる場合、その権利を保全するために要した
費用

協力費用 発生した損害の拡大防止・軽減の措置を行った後に法律上の損害賠
償責任がないことが判明した場合、その手段を講じたことによって要した
応急手当、護送、診療、治療、看護、その他緊急措置のために要した
費用

初期対応費用
事故現場の保存や取片付けに要する費用、事故状況または原因調査
費用、事故が他人の身体の障害である場合において、その身体の障害
について見舞金の購入、見舞金または弔慰金に要した費用

人格権侵害 不当な身体の拘束による自由の侵害または名誉棄損
口頭、文書等による名誉棄損またはプライバシーの侵害
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理学療法士賠償責任保険

保険金をお支払いできない主な場合

① 被保険者の故意によって生じた賠償責任

② 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱、騒擾、労働争議等に
起因する賠償責任

③ 被保険者と生計を共にする同居の親族に対する賠償責任

④ 地震、噴火、洪水、津波などの天災に起因する損害賠償責任

など

https://www.rigaku-hoken.net/qa.htmlＱ＆Ａ



Copyright 2018 © Mitsui Sumitomo Insurance Co., Ltd. All rights reserved.

事故事例
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下記のような、事故で保険金をお支払いしております。

事故区分
支払保険金 事故内容

保険種目 担保区分

理学療法士 対人 約260万円 訪問先で股関節のストレッチを行った際、利用者が腰を痛めた。

理学療法士 対人 約200万円 ストレッチを行なったところ膝蓋骨骨折させた。

理学療法士 対人 約50万円 足の筋力を測定した際、腰椎を骨折した。

理学療法士 対物 約10万円 利用者の脚の装具を調整中に破損させた。

個人賠償 対物 約120万円 自宅手洗い場の蛇口から漏水、階下居室に水濡れ損害。

個人賠償 対人 約120万円 自転車と自転車の接触事故により相手側にケガを負わす。

個人賠償 対物 約100万円 自転車用の雨除けフードが飛び、２台の車両に損害を与えた。
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万が一の事故の際には
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まずは事故のご報告をお願いします

まずは三井住友海上へご連絡下さい。
第一報はお電話で確認済みの内容をご報告下さい。

三井住友海上

三井住友海上事故受付センター（２４時間３６５日受付）

TEL:０１２０－２５８－１８９

火災新種損害サポート部
第一保険金お支払センター

公務第ニ部
営業第一課

お支払統括 営業統括
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ご清聴ありがとうございました



2021年4月版

●取扱代理店は引受保険会社との委託契約に基づき､お客さまからの告知の受領、保険契約の締結・管理業務等の代理業務を行っております｡
　したがいまして､取扱代理店とご締結いただいて有効に成立したご契約につきましては､引受保険会社と直接契約されたものとなります｡
●このパンフレットは概要を説明したものです。詳細につきましては、ご契約者である団体の代表者の方にお渡ししております約款等に記載しています。
必要に応じて、団体までご請求いただくか、損保ジャパン公式ウェブサイト（https://www.sompo-japan.co.jp/）でご参照ください（ご契約内容
が異なっていたり、公式ウェブサイトに約款・ご契約のしおりを掲載していない商品もあります。）。
　ご不明点等がある場合には、取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせください。 
●加入者証は大切に保管してください。また、保険始期日から3か月を経過しても加入者証が届かない場合は、損保ジャパンまでご照会ください。

(SJ20-11672  2020.12.17) 

日本理学療法士協会　会員の皆さまへ

親介護費用補償特約セット団体総合保険

のご案内

●取扱代理店 丸紅セーフネット株式会社　法人営業部営業第五課
 〒102-0084　東京都千代田区二番町3番地　麹町スクエア3階
 TEL：03-5210-2760（平日の午前9時15分から午後5時まで　土日、祝日、年末年始を除く）
　　　　　　　 メールアドレス：pt-sj@m-inc.co.jp

●引受保険会社 損害保険ジャパン株式会社　医療・福祉開発部　第二課
 〒160-8338  東京都新宿区西新宿1-26-1
 TEL：03-3349-5137 （受付時間 ：平日の午前9時から午後5時まで）
●指定紛争解決機関
損保ジャパンは、保険業法に基づく金融庁長官の指定を受けた指定紛争解決機関である一般社団法人日本損害保険協会と手続実施基
本契約を締結しています。損保ジャパンとの間で問題を解決できない場合は、一般社団法人日本損害保険協会に解決の申し立てを行
うことができます。 
一般社団法人日本損害保険協会 そんぽADRセンター
〔ナビダイヤル〕 0570-022808
受付時間：平日の午前9時15分から午後5時まで（土・日・祝日・年末年始は休業） 
詳しくは、一般社団法人日本損害保険協会のホームページをご覧ください。（https://www.sonpo.or.jp/）
●事故が起こった場合は、ただちに損保ジャパン、取扱代理店または下記事故サポートセンターまでご連絡ください。
【事故サポートセンター】0120-727-110 （受付時間：24時間365日）

問い合わせ先（保険会社等の相談・苦情・連絡窓口）

ご加入内容確認事項
本確認事項は、万一の事故の際にお客さまに安心して保険をご利用いただくために、ご加入いただく保険商品がお客さまのご意向
に沿っていること、ご加入いただくうえで特に重要な事項を正しくご入力（ご記入）いただいていること等をお客さまご自身に確認し
ていただくためのものです。
お手数ですが、以下の事項について、再度ご確認ください。
なお、ご確認にあたりご不明な点がございましたら、パンフレットに記載の問い合わせ先までご連絡ください。

□ 補償の内容（保険金の種類）、セットされる特約

□ 保険金額

□ 保険期間

□ 対象期間

□ 保険料、保険料払込方法

□ 満期返れい金・契約者配当金がないこと

1. 保険商品の次の補償内容等が、お客さまのご意向に沿っているかをご確認ください。

以下の項目は、保険料を正しく算出したり、保険金を適切にお支払いしたりする際に必要な項目です。
内容をよくご確認ください（告知事項について、正しく告知されているかをご確認ください。）。 　

【補償重複についての注意事項】
補償内容が同様のご契約が他にある場合は、補償が重複することがあります。補償が重複すると、対象となる事故について
は、どちらのご契約からでも補償されますが、いずれか一方のご契約からは保険金が支払われない場合があります。ご加入
にあたっては、補償内容の差異や保険金額をご確認いただき、補償・特約の要否をご判断ください。 ｠

□ 対象者および被保険者の「生年月日」（または「満年齢」）、 「性別」は正しいですか。
□ パンフレットに記載の「他の保険契約等」について、正しく告知されているかを
　 ご確認いただきましたか。
□ 以下の【補償重複についての注意事項】をご確認いただきましたか。

2. ご加入いただく内容に誤りがないかをご確認ください。

その日は突然やってきます…。

□ 特に「注意喚起情報」には、「保険金をお支払いできない主な場合」等お客さまにとって不利益となる情報や、

　 「告知 義務・通知義務」が記載されていますので必ずご確認ください。

3. お客さまにとって重要な事項（契約概要・注意喚起情報の記載事項）をご確認いただきましたか。

もしも、大切な親御さまが要介護状態になってしまったら・・・・

そんな不安を軽減するために、今から準備しておきたい保険が誕生！

募集期間
2021年

2月1日（月）～
　　3月15日（月）

申込締切日

2021年
3月15日（月）

保険期間
2021年

4月1日（木）から
1年間

あれ？
母さんからだ

仕事と両立
できるのかな

不自由な生活に
なるし…

あなたにも
手伝ってほしいの

マモルさんは
介護現場で毎日多忙な
日々を送っていました

そんなある日

職 場

自 宅

え…

父さんが
倒れた！？

があなたと親御さまをサポートします！があなたと親御さまをサポートします！
親御さまに介護が必要になったときの「仕事と介護」の両立のために･･･



「親子のちから」で補償する費用

親介護費用保険金特長

1
「公的介護保険」ではカバーしきれない介護サービス利用にかかる費用や、給付対
象外の介護にかかる所定の費用を補償します。 さらに、損保ジャパンと提携して
いる事業者をご利用いただいた場合はキャッシュレス対応が可能（※）です。
（※）非提携の介護サービスを受けた場合は、支払った実額分を被保険者（子）にお支払いします。ただし、公的介護保険制度

等からの給付がある場合は、その額を親介護費用保険金から差し引きます。

キャッシュレス対応の詳細については、13ページをご参照ください。

自らが介護の担い手となることで、時間的な負担
だけでなく、肉体的・精神的な負担も重くのしか
かります。
介護にかかる費用についても、介護する側だけが
負担するのではなく、介護される側の親御さまの
「年金や貯蓄」なども考えながら必要なサービスが
受けられるよう準備することが大切です。

親御さま（対象者）が所定の要介護状態となった場合に、介護のために対象期間中に利用した、被保険者が負担した次の
❶から❻の費用を合算し、保険金額を限度に被保険者（対象者の子）にお支払いします。ただし、❺および❻については、そ
れぞれの費用について別途定める保険金額を限度とします。

諸費用保険金
親介護費用保険金が支払われる場合に、その保険金の10％を別にお支払いします。

サービスメニュー

サ
ー
ビ
ス
利
用
費
用

自己負担分
（所得に応じて自己負担割合が
異なります。）

公的介護保険の給付額

公的介護保険の
対象外部分
全額自己負担分
・家事代行サービス利用費用

・安否確認サービス利用費用

・配食サービス利用費用

・有料老人ホーム等入居費用

一部自己負担分
・住宅改修費用

（注）20万円までは公的介護
保険で給付

上乗せサービス
（公的介護保険の回数や時間の
超過分）

「親子のちから」
はここを補償します！！

公的介護保険における自己負担額は
要介護度により大きく差があります。

保険金をお支払いします。
介護サービス費用としてご負担された費用（実費）に対して

実損払の「親子のちから」であれば・・・

実損払とは、負担した費用の
実費が支払われるという
ことなんだね。合理的だね！

（注）保険金のお支払方法等重要な事項は、「この保険のあらまし」以降に記載されていますので、必ずご確認ください。

● 介護サービス利用費用
対象者（親）が公的介護保険の利用限度額を超えて介護
サービスを利用した場合や、
公的介護保険の自己負担部
分を補償します。

1

● 家事代行サービス利用費用
対象者（親）または被保険者（子）が利用した家事代行費
用を補償します。

2

● 安否確認サービス利用費用
対象者（親）または被保険者（子）が、対象者（親）の安否
を確認するための サービス（※）

費用を補償します。

（※）カメラ、センサーまたは訪問等に
より高齢者の見守りを行う事業者
がその役務または情報の提供を
行うサービスをいいます。

3

● 配食サービス利用費用
対象者（親）または被保険者（子）が、対象者（親）のため
に利用した費用（※）を補償します。

（※）期間または回数を定めて継続
的に行うサービスをいいます。

4

● 住宅改修費用
対象者（親）の介護を目的として、対象者（親）居住の住
宅を改修した費用を補償します。

（注1）公的介護保険により支払われ
るべき費用は除きます。

（注2）住宅改修費用は親介護費用保
険金の請求時の限度額または
100万円のいずれか低い金額
をお支払限度とします。

5

● 有料老人ホーム等入居費用
対象者（親）が有料老人ホーム等（※１）に入居するため
の費用（※２）を補償します。

（※1）次のa～cまでのいずれかに該当する施設をいいます。
a.老人福祉法（昭和38年法律133号）に定める有料老人ホー
ム

b.老人福祉法に定める軽費老人ホーム
c.高齢者の居住の安定確保に関する法律（平成13年法律第
26号）に定めるサービス付高齢者向け住宅事業に関わる賃
貸住宅

（※2）有料老人ホーム等の入居に関する契約書および重要事項説明
書に定められた費用で、家賃または施設の利用料ならびに介
護、食事の提供およびその他の日常生活上必要な便宜の供与
の対価として入居時までに支払うべき一時金および家賃または
施設の利用料ならびに介護、食事の提供の対価として支払う
月々の費用をいいます。
ただし、敷金、保証金およびこれらに類するものを除きます。

（注）有料老人ホーム等入居費用は親介護費用保険金の請求時の限
度額または300万円いずれか低い金額をお支払限度とします。

6

この青枠内が
介護に関わる自己負担分です。

5
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サービスメニュー

サ
ー
ビ
ス
利
用
費
用
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（所得に応じて自己負担割合が
異なります。）

公的介護保険の給付額

公的介護保険の
対象外部分
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・家事代行サービス利用費用

・安否確認サービス利用費用
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「親子のちから」
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がその役務または情報の提供を
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（※1）次のa～cまでのいずれかに該当する施設をいいます。
a.老人福祉法（昭和38年法律133号）に定める有料老人ホー
ム

b.老人福祉法に定める軽費老人ホーム
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6

この青枠内が
介護に関わる自己負担分です。
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• 1時間×２回×４週間＝31,104円

家事代行サービス部分（居住住宅の対象者（親）専用部分以外を含む清掃）として

保険金のお支払例
〈ご契約例〉
親介護費用保険金額500万円
諸費用保険金割合10%（50万円限度）

たとえば・・・
骨折入院をきっかけに認知症状がみられたため、公的介護保険を申請し、
要介護度１・認知症生活自立度Ⅱaと診断された場合（自己負担1割）。
退院後１か月でかかる費用は・・・

介護サービス（公的介護対象）部分として

• 訪問介護サービス（身体介護）………………………………………………………… ① 236,400円/月

• ショートステイ（従来型個室・福祉施設利用）…………………………………… ② 12,500円/月

• 介護ベッドレンタル（テーブル、手すり、マットレスを含みます。） ……… ③ 13,000円/月

• 車いすレンタル …………………………………………………………………………… ④ 4,000円/月

• 松葉杖レンタル …………………………………………………………………………… ⑤ 200円/月

　★①＋②＋③＋④＋⑤＝266,100円が公的介護保険対象のサービス利用合計額。

　　そのうち、166,920円が要介護度別支給限度額（要介護度１の場合）として支給される。

　　166,920×10%＝16,692円が公的介護要介護度別支給限度額（要介護度１）の自己負担分

　　266,100－166,920＝99,180円が支払限度額超過分（上乗せサービス分（全額自己負担））

退院後１カ月でかかる費用の146,976円

親介護費用保険金として 

公的介護保険の自己負担分 公的介護保険の限度額超過分

（上乗せサービス分）

公的介護保険の対象外サービス

16,692円 99,180円

諸費用保険金として

（親介護費用保険金×10%）
14,698円

31,104円

さらに

公的介護保険の支給限度額範囲内で抑えようとすると
十分な介護をするのは難しく、家族が介護する時間が
増えざるを得ません。  

１か月に約14万円も介護の費用が
かかってしまうのか・・・。

161,674円161,674円
でお支払いする保険金

　　　　　　　　　から保険金が支払われれば、経済的負担や
時間負担を軽減でき、介護と仕事の両立の助けになります！！

これだけ介護の方に来て
もらえるなら平日は安心して働けるし、

休日の介護も頑張れるね！

●保険期間：1年
●対象期間：10年
●団体割引：20％
●払込方法：月払

保険金額（※1）

40-44歳

45-49歳

50-54歳

55-59歳

60-64歳

65-69歳

70-74歳

75-79歳

80-84歳

85-89歳

Aプラン

300万円

390円

430円

520円

710円

1,110円

2,000円

3,870円

7,560円

14,150円

23,800円

Bプラン

500万円

410円

480円

620円

930円

1,590円

3,050円

6,110円

12,170円

22,950円

38,770円

年齢区分
（対象者（親）の満年齢）

（※２）

保険金額（※1）

40-44歳

45-49歳

50-54歳

55-59歳

60-64歳

65-69歳

70-74歳

75-79歳

80-84歳

85-89歳

Cプラン

700万円

430円

510円

700円

1,100円

1,970円

3,870円

7,870円

15,770円

29,850円

50,490円

Dプラン

1,000万円

450円

560円

800円

1,320円

2,450円

4,920円

10,110円

20,370円

38,650円

65,470円

年齢区分
（対象者（親）の満年齢）

（※２）

（※１） 対象期間（10年）通算でのお支払限度額となります。 
（※２） 年齢は、保険期間の初日現在の満年齢（中途加入の場合は、中途加入日時点の満年齢）となります。
（注１） 住宅改修費用としてお支払いする保険金は100万円を限度とします。
（注２） 有料老人ホーム等入居費用としてお支払いする保険金は300万円を限度とします。
（注３） 親介護費用保険金とは別枠で、親介護費用保険金の10％の額を諸費用保険金としてお支払いします。
（注４） 本保険は介護医療保険料控除の対象となります。（2020年11月現在）

ご注意 本保険は、介護を受ける親御さま（対象者）の年齢により保険料が変わります。 
また、満40歳から満79歳までの方が新規加入いただけます。継続は、満89歳まで 可能です。
（注1） 保険料は、保険始期日（中途加入日）時点の満年齢によります。 
（注2） 年齢は、保険期間の初日現在の満年齢（中途加入の場合は、中途加入日時点の満年齢）となります。
（注3） ご契約は1年ごとの更新となりますので、更新加入の保険料は、更新時の保険始期日時点の満年齢 による保険料となります。

５歳きざみで保険料
が変わります。

特長

2
団体割引が適用されるので低廉な保険料でご加入ができます。
「親子のちから」の保険料表

継続のみ

継続のみ

継続のみ

継続のみ
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• 1時間×２回×４週間＝31,104円

家事代行サービス部分（居住住宅の対象者（親）専用部分以外を含む清掃）として

保険金のお支払例
〈ご契約例〉
親介護費用保険金額500万円
諸費用保険金割合10%（50万円限度）

たとえば・・・
骨折入院をきっかけに認知症状がみられたため、公的介護保険を申請し、
要介護度１・認知症生活自立度Ⅱaと診断された場合（自己負担1割）。
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　　266,100－166,920＝99,180円が支払限度額超過分（上乗せサービス分（全額自己負担））

退院後１カ月でかかる費用の146,976円
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31,104円
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十分な介護をするのは難しく、家族が介護する時間が
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（注４） 本保険は介護医療保険料控除の対象となります。（2020年11月現在）

ご注意 本保険は、介護を受ける親御さま（対象者）の年齢により保険料が変わります。 
また、満40歳から満79歳までの方が新規加入いただけます。継続は、満89歳まで 可能です。
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●食事や排せつに何ら
かの介助が必要

●立ち上がりや歩行など
に何らかの支えが必
要

●食事や排せつに一部
介助が必要

●入浴などに全面的に
介助が必要

●片足での立位保持が
できない

●食事に一部介助が必
要

●排せつ、入浴などに全
面的に介助が必要

●片足での立位保持が
ほとんどできない

●日常生活を遂行する
能力は著しく低下し、
日常生活全般に介護
が必要

●意思の伝達がほとんど
できない

特長

4
家族の負担が重い「認知症」に関わる要介護1（※）から補償の対象になります。
（※）要介護1の場合、その認定時の「認知症高齢者の日常生活自立度判定基準」の判定で、医師からⅡa以上の 診断を受けて

いる状態にかぎります。

特長

3 ご加入手続きはスマートフォンやタブレットからでもOK！

要介護状態の認定の目安とは？

要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5

●食事や排せつに時々、
介助が必要

●立ち上がりや歩行など
に不安定さがみられる
ことが多い

補償対象とする公的介護の要介護度および認知症生活自立度
要介護１かつ認知症自立支援度Ⅱa以上または要介護２から５を補償します。

A. 要介護

公的介護の要介護度は下表のとおり区分されます。 本人または家族が市町村の介護保険窓口へ申請
してから、訪問調査、主治医意見書、介護認定審査会を経て判定されます。

B. 認知症生活自立度

認知症生活自立度は厚生労働省の定めるもので、要介護の判定を行う際に主治医が作成する主治医
意見書において、記載必須項目とされています。

軽

軽

要介護度

自立

要支援

要介護

1

2

1

2

3

4

5

身体の状態（例）

ランク 判定基準

Ⅰ

Ⅱ

Ⅱａ

Ⅱｂ

Ⅲａ

Ⅲｂ

Ⅲ

Ⅳ

Ⅴ

何らかの認知症を有するが、日常生活は家庭内および社会的にほぼ自立している

日常生活に支障をきたすような症状・行動や意思疎通の困難さが多少見られても誰かが注意していれば自立できる

家庭外でも上記Ⅱの状態がみられる

家庭内でも上記Ⅱの状態がみられる

日常生活に支障をきたすような症状・行動や意思疎通の困難さがみられ介護を必要とする

日中を中心として上記Ⅲの状態が見られる

夜間を中心として上記Ⅲの状態がみられる

日常生活に支障をきたすような症状・行動や意思疎通の困難さが頻繁にみられ常に介護を必要とする

著しい精神症状や問題行動あるいは重篤な身体疾患が見られ専門医療を要する

要介護状態ではなく、社会的支援も不要な状態

要介護状態とは認められないが、社会的支援を必要とする状態

軽度の介護を必要とする状態

中等度の介護を必要とする状態

重度の介護を必要とする状態
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重

生活の一部について部分的に介護を必要とする状態

補償対象外

補償対象
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の要介護状態
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　（会員限定コンテンツ）よりアクセスしてください。
※ログイン後、パンフレット・保険料表がご確認いただけます。
※加入にあたっては、対象者（被保険者の親）の「健康状態に
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よっては、ご加入できない場合があります。
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スマートフォンやタブレットからアクセス！!
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※時間は目安です。
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◆取扱代理店

　丸紅セーフネット株式会社
　法人営業部　営業第五課
　〒102-0084  東京都千代田区二番町３番地  麹町スクエア３階
　TEL:03-5210-2760
　（受付時間：平日の午前9時15分から午後5時まで
 土日、祝日、年末年始を除く）
　メールアドレス　pt-sj@m-inc.co.jp

◆引受保険会社

　損害保険ジャパン株式会社
　医療・福祉開発部　第二課
　〒160-8338  東京都新宿区西新宿1-26-1
　TEL:03-3349-5137
　（受付時間：平日の午前9時から午後5時まで
 土日、祝日、年末年始を除く）

◆指定紛争解決機関
損保ジャパンは、保険業法に基づく金融庁長官の指定を受けた指定紛争解決
機関である一般社団法人日本損害保険協会と手続実施基本契約を締結して
います。損保ジャパンとの間で問題を解決できない場合は、一般社団法人日本
損害保険協会に解決の申し立てを行うことができます。
一般社団法人日本損害保険協会　そんぽADRセンター

ナビダイヤル0570-022808〈通話料有料〉
受付時間：平日の午前9時15分から午後5時まで

（土・日・祝日・年末年始は休業）
詳しくは、一般社団法人日本損害保険協会のホームページをご覧ください。
（https://www.sonpo.or.jp/）
◆事故が起こった場合は、ただちに損保ジャパン、取扱代理店または下記事故
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問い合わせ先 保険会社等の相談・苦情・連絡窓口

●取扱代理店は引受保険会社との委託契約に基づき、お客さまからの告知の受領、保険契約の締結・管理業務等の代理業務を行っております。
　したがいまして、取扱代理店とご締結いただいて有効に成立したご契約につきましては、引受保険会社と直接契約されたものとなります。
●このパンフレットは概要を説明したものです。詳細につきましては、ご契約者である団体の代表者の方にお渡ししております約款等に記載しています。
　必要に応じて、団体までご請求いただくか、損保ジャパン公式ウェブサイト（https://www.sompo-japan.co.jp/）でご参照ください（ご契約内容が
　異なっていたり、公式ウェブサイトに約款・ご契約のしおりを掲載していない商品もあります。）。ご不明点等がある場合には、取扱代理店または損保ジャ
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新･団体医療保険の
ご案内

（医療保険基本特約・疾病保険特約・傷害保険特約・
がん保険特約セット団体総合保険）

5％
団体割引

（SJ21-00146   2021.04.05）

もう一度
ご確認ください。

□特に「注意喚起情報」には、「保険金をお支払いできない主な場合」等お客さまにとって不利益
となる情報や、「告知義務・通知義務」が記載されていますので必ずご確認ください。

お客さまにとって重要な事項（契約概要・注意喚起情報の記載事項）をご確認いただきましたか。

以下の項目は、保険料を正しく算出したり、保険金を適切にお支払いしたりする際に必要な項目です。
内容をよくご確認ください（告知事項について、正しく告知されているかをご確認ください。）。 　

□被保険者の「生年月日」（または「満年齢」）、 「性別」は正しいですか。
□パンフレットに記載の「他の保険契約等」について、正しく告知されているかをご確認いただきましたか。
□以下の【補償重複についての注意事項】をご確認いただきましたか。
　【補償重複についての注意事項】
　補償内容が同様のご契約が他にある場合は、補償が重複することがあります。補償が重複すると、
対象となる事故については、どちらのご契約からでも補償されますが、いずれか一方のご契約から
は保険金が支払われない場合があります。ご加入にあたっては、補償内容の差異や保険金額をご
確認いただき、補償・特約の要否をご判断ください。

ご加入いただく内容に誤りがないかをご確認ください。

保険商品の次の補償内容等が、お客さまのご意向に沿っているかをご確認ください。

□補償の内容（保険金の種類）、セットされる特約
□保険金額
□保険期間

□保険料、保険料払込方法
□満期返れい金・契約者配当金がないこと

本確認事項は、万一の事故の際にお客さまに安心して保険をご利用いただくために、
ご加入いただく保険商品がお客さまのご意向に沿っていること、ご加入いただくうえで
特に重要な事項を正しくご記入いただいていること等をお客さまご自身に確認して
いただくためのものです。
お手数ですが、以下の事項について、再度ご確認ください。
なお、ご確認にあたりご不明な点がございましたら、パンフレットに記載の問い合わせ先まで
ご連絡ください。

【ご加入内容確認事項】

3

2

1

医療費負担にそなえ、安心を提供します。

公益社団法人日本理学療法士協会　会員の皆さまへ

保 険 期 間：2021年7月1日午後4時から1年間
申込締切日：2021年6月4日まで

（中途加入は毎月15日締切　翌月1日補償開始）

ご継続加入は安心の自動継続です。

【新・団体医療保険にご加入の皆さまへ】
2021年度契約よりおすすめコースの保険料を変更しております。更新に際し、変更後の内容に
てご案内しますので、本パンフレットを必ずご確認ください。

新型コロナウィルス（COVID-19）に起因する保険金の支払事由に対しては、
お支払いの対象となる場合があります。（2021年2月現在）



おすすめ
3

おすすめ
4

おすすめ
5

おすすめ
6

おすすめ
7

会員の皆さまとそのご家族だけにお届けする安心補償です。
医療費の自己負担額はどのくらいかかるの？

携行品損害

個人賠償責任

病気やケガで入院された場合（病気は1回の入院につき、ケガは1事故につき180日限度）

日常生活で生じた偶然な事故により、他人にケガを負わせたり、他人の財物を壊したり、
誤って線路に立ち入ったことなどにより電車等を運行不能にさせたこと等によって、
法律上の損害賠償責任を負った場合に保険金をお支払いします。

偶然な事故による携行品の破損・盗難等を補償（自己負担額　1事故3,000円）
（乗車券、通貨、小切手、預貯金証書、印紙または切手については合計して5万円限度）

病気やケガにより公的介護保険制度における要介護2から5相当の状態が90日を超えて継続した場合
※お支払いは1回のみとなります。

初めてがんと診断された場合のほか完治後に再発・転移や新たに生じた場合、
急性心筋こうそく、または脳卒中を発病し、入院を開始した場合

がんで外来治療を開始された場合（45日限度）

がんの手術を受けられた場合（がん以外での手術保険金とは別にお支払いします。）
※手術の種類によっては回数制限があります。

がんで入院された場合
（がん以外での入院保険金とは別にお支払いします。）

（病気）病気で継続して4日を超えて入院され、退院後に通院された場合（90日限度）
（ケガ）1日の通院からでもお支払い（90日限度）

病気やケガで手術を受けられた場合
※疾病手術保険金は、手術の種類によっては回数制限があります。

入院保険金

手術保険金

通院保険金

がん入院保険金
（がんでの入院時に1日目から）

がん手術保険金

がん外来治療保険金
（がんでの通院時に）

三大疾病診断保険金

日本国内で先進医療等を受けたことにより負担した先進医療の技術料や
臓器移植に伴う費用を補償

先進医療等費用保険金

介護一時金

補償の内容
※保険金のお支払方法等重要な事項は4頁以降に記載されていますので、必ずご参照ください。おすすめコースベーシックコース

配偶者

こども 同居の親族

1 2

会員本人

両　親

※被保険者は上記の方々が対象ですが、加入者は会員本人にかぎります。

団体割引５％を適用した割安な保険料！

医師の診査は不要！ 健康告知による簡単手続き！

日帰り入院※
から補償！

三大疾病（がん・急性心筋こうそく・脳卒中）に一時金で
備えられます！

高額な自己負担が必要な場合もある「先進医療」も
５００万円まで補償！

おすすめコースでは携行品損害や日常生活の賠償も
補償！

新規加入・継続加入ともに満69歳までの方
●入院一日あたりの自己負担額は平均約20,000円！

直近の入院時の自己負担費用「1日あたりの自己負担費用」

 （※）高額療養費制度を利用した場合は利用後の金額。
治療費 ・ 食事代 ・ 差額ベッド代などを含みます。  

「先進医療」とは、病院等において行われる医療行為のうち、一定の施設基準を満たした病院等が厚生労働省への届出により行う高度な医療技術をいいます。
対象となる先進医療の種類については、保険期間中に変更となることがあります。詳しくは厚生労働省のホームページをご覧ください。
（https://www.mhlw.go.jp/topics/bukyouku/isei/sensiniryo/kikan.html）
□本保険は、介護医療保険料控除の対象となります。ただし、携行品損害補償特約および個人賠償責任補償特約保険料を除きます。（2021年1月現在）

平均
約20,000円

5,000円未満

5,000円～
7,000円未満

7,000円～
10,000円未満

12.5％

8.4％

13.7％

8.0％

14.1％

7.0％

12.0％40,000円以上

30,000円～
40,000円未満

20,000円～
30,000円未満

15,000円～
20,000円未満 10,000円～

15,000円未満24.5％

「直近の入院時の1日あたりの自己負担費用」

生命保険文化センター「平成28年度 生活保障に関する調査」  

※告知いただいた内容によっては、特別な条件付きのご加入となる場合やご加入をお断りする場合もあります。

※日帰り入院とは、日帰り手術のため１日だけ入院と同じような形で病室を使用した場合等のことをいい、
　「入院料」の支払いの有無で判断します。

被保険者となれる方

７つの特長

医　療

補償内容

おすすめ
2

おすすめ
1

（注１）右記金額は、過去５年間に入院した人の自己負担費用の平均値。
（高額療養費制度（※）を利用した人、利用しなかった人（高額療
養費制度の適用外など）とも含みます。）

（注２）高額療養費制度の詳細については、厚生労働省のホームページ
をご覧ください。　 
（https://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/iryouhoken13/dl/100714a.pdf）

も
補償対象！
入院を伴わない「がん外来治療（通院）」

補償が拡大
しました
補償が拡大
しました

新型コロナウィルス（COVID-19）に起因する保険金の支払事由に対しては、
お支払いの対象となる場合があります。（2021年2月現在）
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生命保険文化センター「平成28年度 生活保障に関する調査」  

※告知いただいた内容によっては、特別な条件付きのご加入となる場合やご加入をお断りする場合もあります。

※日帰り入院とは、日帰り手術のため１日だけ入院と同じような形で病室を使用した場合等のことをいい、
　「入院料」の支払いの有無で判断します。

被保険者となれる方

７つの特長

医　療

補償内容

おすすめ
2

おすすめ
1

（注１）右記金額は、過去５年間に入院した人の自己負担費用の平均値。
（高額療養費制度（※）を利用した人、利用しなかった人（高額療
養費制度の適用外など）とも含みます。）

（注２）高額療養費制度の詳細については、厚生労働省のホームページ
をご覧ください。　 
（https://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/iryouhoken13/dl/100714a.pdf）

も
補償対象！
入院を伴わない「がん外来治療（通院）」

補償が拡大
しました
補償が拡大
しました

新型コロナウィルス（COVID-19）に起因する保険金の支払事由に対しては、
お支払いの対象となる場合があります。（2021年2月現在）
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ご加入者へは満期前に『「新・団体医療保険」自動継続のご案内』をお送
りします。引き続き、ご加入を継続される場合や特段、ご加入内容に変
更がない（前年と同等条件で継続される）場合につきましては、自動継
続（更新）となります。ただし、「継続加入を行わない場合」や、「ご加入プ
ランを変更する場合や前年と住所変更等契約内容を変更して加入を行
う場合」はその内容を記載した加入依頼書および健康告知書等の提出
が必要となりますので、取扱代理店である丸紅セーフネット株式会社
までご連絡ください。

※27日が金融機関休業日の場合は翌営業日。保険料のお引き落としがされなかっ
た場合は、期日までに所定の口座へお振込みください。期日までに保険料の払
込がない場合は、自動的に加入取消しとなりますのでご了承ください。

加入方式および加入対象者 保険料の払込
本保険は、「公益社団法人日本理学療法士協会」を契約者として、日本理学
療法士協会の会員さまを加入対象とする団体契約です。
＊会員以外の方はご加入できません。

■継続加入
●保険料払込方法および振替日につきましては、別途ご連絡します。
■新規加入
●保険料の払込は月払いとなります。
●8月２7日から毎月27日（ただし、２７日が金融機関休業日の場合は翌営
業日となります。）にご指定の金融機関口座よりお引き落としとなります。
したがいまして、最終回目のお引き落としは翌年7月27日となります。
＊保険料のお引き落としがされなかった場合は、期日までに所定の口座へ
お振込みください。期日までに保険料の払込みがない場合は、自動的に
加入取消しとなりますのでご了承ください。

加入手続
＜継続加入＞
継続加入される場合は、自動継続となります。

＜新規加入＞　
同封の「加入依頼書兼健康告知書・預金口座振替依頼書」に必要事項を
ご記入いただき、記載内容に間違いがないかご確認のうえ、ご捺印をして
返信用封筒にて必ず申込締切日までに取扱代理店の丸紅セーフネット
株式会社へご返送ください。
※翌年度以降は、自動継続となります。

＜中途加入＞
「加入依頼書兼健康告知書・預金口座振替依頼書」に必要事項をご記入い
ただき、記載内容に間違いがないかご確認のうえ、ご捺印をして返信用封
筒にて取扱代理店の丸紅セーフネット株式会社へご返送ください。毎月
15日申込締切で翌月１日に保険責任が始まります。

保険期間
2021年7月1日（午後4時）から2022年7月1日（午後4時）までの1
年間

申込締切日：2021年6月4日（金）まで
＜継続加入＞
継続加入の方については、自動継続となります。
＜新規加入＞
上記申込締切日までにお申込みください。
※2021年6月4日以降のお申込みにつきましては、中途加入となります。
＜中途加入＞
毎月15日申込締切で翌月1日から2022年7月1日までの保険期間とな
ります。

申込締切日は6月4日　※消印有効

7月1日から補償開始

8月27日から毎月27日に保険料を口座振替

※27日が金融機関休業日の場合は翌営業日

■中途加入
●補償開始日翌月の２７日から毎月27日（ただし、２７日が金融機関休業
日の場合は翌営業日となります。）にご指定の金融機関口座よりお引き
落としとなります。したがいまして、最終回のお引き落としは翌年7月
27日となります。

＊保険料のお引き落としがされなかった場合は、期日までに所定の口座へ
お振込みください。期日までに保険料の払込みがない場合は、自動的に
加入取消しとなりますのでご了承ください。

中途加入申込締切日は毎月15日　※消印有効

補償開始日の翌月から毎月27日に保険料を口座振替

※2022年7月1日までの補償となります。
翌月1日から補償開始

ご加入に際して特にご確認いただきたい事項や、ご加入者にとって不利益になる事項等、特にご注意いただきたい事項を記載しています。ご加入になる前に
必ずお読みいただきますようお願いします。
【加入者ご本人以外の被保険者（保険の対象となる方。以下同様とします。）にも、このパンフレットに記載した内容をお伝えください。
また、ご加入の際は、ご家族の方にもご契約内容をお知らせください。】

おすすめコース ベーシックコース

Cタイプ

－ －

－ －

DタイプAタイプ Bタイプ
保 険 金

携 行 品 損 害
（自己負担額1事故につき3,000円）

手 術 保 険 金
（病気・ケガ）

通 院 保 険 金 日 額
（病気・ケガ）

が ん 手 術 保 険 金

入 院 保 険 金 日 額
（病気・ケガ）

個 人 賠 償 責 任

満　年　齢

0～24歳
25～29歳
30～34歳
35～39歳
40～44歳
45～49歳
50～54歳
55～59歳
60～64歳
65～69歳

3,350
3,760
4,120
4,460
5,030
6,100
7,580
10,290
13,690
18,850

1,740
1,950
2,120
2,290
2,570
3,120
3,860
5,220
6,900
9,480

3,780
4,190
4,550
4,890
5,460
6,530
8,010
10,720
14,120
19,280

2,170
2,380
2,550
2,720
3,000
3,550
4,290
5,650
7,330
9,910

がん入院保険金日額

がん外来治療保険金日額

三 大 疾 病 診断 保険 金

介 護 一 時 金

先進医療等費用保険金

1日につき6,000円 1日につき3,000円

月払保険料（円）

告知の大切さについてのご説明
□告知書はお客さま（保険の対象となる方）ご自身がありのままをご記入ください。※口頭でお話し、または資料提示されただけでは告知していただいたこと
にはなりません。□告知の内容が正しくないと、ご契約の全部または一部が解除になり保険金をお受け取りいただけない場合があります。※「ご加入に際して、
特にご注意いただきたいこと（注意喚起情報のご説明）を必ずお読みください。

精神障害補償特約 ・ 天災危険補償特約セット ・ 保険期間1年 ・ 団体割引5％適用

入院中の手術の場合、10万円
外来手術の場合、5万円

入院中の手術の場合、5万円
外来手術の場合、2.5万円

入院中の手術の場合、10万円
外来手術の場合、5万円

入院中の手術の場合、5万円
外来手術の場合、2.5万円

入院中の手術の場合、10万円
外来手術の場合、5万円

入院中の手術の場合、5万円
外来手術の場合、2.5万円

入院中の手術の場合、10万円
外来手術の場合、5万円

入院中の手術の場合、5万円
外来手術の場合、2.5万円

保険金額

50万円

1億円

50万円

1億円

■商品の仕組み ： この商品は団体総合保険普通保険約款に医療保険基本特約、疾病保険特約、傷害保険特約、がん保険特約等をセットしたものです。
■保険契約者 ： 公益社団法人日本理学療法士協会
■保険期間 ： 2021年7月1日午後4時から1年間となります。
■申込締切日 ： 2021年6月4日
■引受条件（保険金額等）、保険料、保険料払込方法等：引受条件（保険金額等）、保険料はこのパンフレットに記載しておりますので、ご確認ください。
　●加入対象者 ： （公社）日本理学療法士協会の会員
　●被保険者 ： （公社）日本理学療法士協会の会員またはご家族（配偶者・子供・両親・兄弟姉妹および同居の親族）を被保険者としてご加入いただけます。

新規加入、継続加入ともに満69歳までの方が対象となります。
　●お支払方法 ： 2021年8月からご指定の金融機関口座からのお引き落としとなります。（12回払）
　●お手続方法 ： 下表のとおり必要書類にご記入のうえ、ご加入窓口の丸紅セーフネット株式会社までご送付ください。

　●中途加入 ： 保険期間の中途でのご加入は、毎月、受付をしています。その場合の保険期間は、毎月15日までの受付分は受付日の翌月1日（15日過ぎの
受付分は翌々月1日）から2022年7月1日午後4時までとなります。
保険料につきましては、中途加入の保険期間開始日の翌月からご指定の金融機関口座からお引き落としとなります。（12回払）

　●中途脱退 ： この保険から脱退（解約）される場合は、ご加入窓口の丸紅セーフネット株式会社までご連絡ください。
　●団体割引は、本団体契約の前年のご加入人数により決定しています。次年度以降、割引率が変更となることがありますので、あらかじめご了承ください。ま

た、団体のご加入人数が10名を下回った場合は、この団体契約は成立しませんので、ご了承ください。
■満期返れい金・契約者配当金：この保険には、満期返れい金・契約者配当金はありません。

保険金額・保険料 ご加入方法

1年更新ですので、ライフイベントにあわせて補償の見直しが可能です！

34歳
ご夫婦

働き盛りの
Aさんの場合

＋
本人

2,550円

Bタイプ

配偶者
Dタイプ 月々合計

月
々 2,120円 4,670円月

々

=

※ご本人・配偶者を同年齢で
　算出しています。

●保険料は、保険始期日（中途加入日）時点の満年齢によります。
●年齢は、保険期間の初日現在の満年齢（中途加入の場合は、中途加入日時点）とします。
●契約は1年ごとの更新となりますので、更新加入の保険料は更新時の保険始期日時点での満年齢による保険料となります。
●本保険は介護医療保険料控除の対象となります。ただし、携行品損害補償特約保険料、個人賠償責任補償特約保険料を除きます。（2021年1月現在）

この保険のあらまし（契約概要のご説明）

ご夫婦の補償が

100万円

200万円

500万円

50万円

100万円

500万円

100万円

200万円

500万円

50万円

100万円

500万円

1日につき10,000円 1日につき5,000円

1日につき6,000円 1日につき3,000円

1日につき10,000円 1日につき5,000円

1日につき6,000円 1日につき3,000円

1日につき6,000円 1日につき3,000円

1日につき10,000円 1日につき5,000円

1日につき10,000円 1日につき5,000円

添付の「加入依頼書」および「告知書」に必要事項をご記入のうえ、ご提出いただきます。

前年と条件を変更する旨を記載した「加入依頼書」および「告知書」※をご提出いただき
ます。
※告知書は、保険金額の増額等、補償を拡大して継続される場合のみご提出が必要です。

継続加入を行わない旨を記載した「加入依頼書」をご提出いただきます。

ご加入プランを変更するなど前年と条件を変更
して継続加入を行う場合

書類のご提出は不要です。前年と同等条件のプラン（送付した加入依頼書
に打ち出しのプラン）で継続加入を行う場合

新規加入者の皆さま

継続加入を行わない場合

ご加入対象者 お手続方法

既
加
入
者
の
皆
さ
ま

NEW



お申込方法について
• 理学療法士賠償責任保険
• 親子のちから
• 新団体医療保険



理学療法士賠償責任保険のお申込方法

1. まずマイページにログインして
ください。

2. マイページ内にある会員限定コ
ンテンツの【入口はこちら】を
クリックしてください。

3. 理学療法士賠償責任保険のパネ
ルがありますので、そちらをク
リックしてください。



4. 左図の理学療法士賠償責任保険（任意加入部分）【*保険料：会員個人
負担】の『こちら』をクリックいただくと右図へ画面が変わりますので、
新規申込手続きをしたいという緑のバナーよりご登録をお願いいたしま
す。毎月１５日締め、翌月１日補償開始となります。



★2021年度より加入確認画面を新設しました★

• 加入確認サイトへ新規ご
登録をいただき、加入確
認ができます。

• また、当サイトから加入
者証の閲覧、印刷が可能
です。

• 閲覧可能時期は、補償開
始月の翌々月中旬以降と
なります。
（例えば、６月補償開始
の方の場合、８月中旬以
降に閲覧可能。）



親子のちから お申込方法

1. まずマイページにログインしてくださ
い。

2. マイページ内にある会員限定コンテン
ツの【入口はこちら】をクリックして
ください。

3. 『団体保険（医療・がん・介護）』の
パネルをクリックしてください。

4. 親子のちから（介護保険）までスク
ロールしていただき、詳細はこちらを
クリックお願いします。

5. お申込はこちらをクリックいただくと、
損保ジャパンのページへ飛びますので、
そちらからWEB申込をお願い致しま
す。

6. こちらの保険につきましては、告知が
必要となりますので、告知事項もご確
認ください。

7. 毎月１５日締め、翌月１日補償開始と
なります。



新団体医療保険 お申込方法

• 新団体医療につきましては、紙でのお申込
となります為、お申込をご希望の場合は、
下記メールアドレスまでご連絡いただきま
すようお願い申し上げます。
Email:pt-sj@m-inc.co.jp

• また、メールをお送りいただく際は、PT協
会の会員番号（１から始まる８桁の数
字）・お名前・ご住所・連絡先をご入力の
上お送り願います。

• こちらも毎月１５日締め翌月１日補償開始
となります。



• 理学療法士賠償責任保険についてのお問合せ
理学療法士保険事務局 info@rigaku-hoken.net
取扱代理店 丸紅セーフネット株式会社
引受保険会社 三井住友海上火災保険株式会社

• 親子のちから・新団体医療保険についてのお問合せ
団体保険制度事務局 pt-sj@m-inc.co.jp
取扱代理店 丸紅セーフネット株式会社
引受保険会社 損害保険ジャパン株式会社

*ご連絡いただく際は、PT協会会員番号（８桁）・お名前・ご生年月日を
ご入力ください。

お問合せ先



ご清聴ありがとうございました。


